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標記について、別紙のとおり定められたので通達する。

添付書類：別紙



別紙

第１ 総則

駐留軍ノ用ニ供スル土地等ノ損失補償等要綱（昭和２７年７月４日閣議了

解）第１４条に基づく立木竹及び永年生作物についての損失補償額は、本通達

により算定する。

第２ 用材林の評定単価

１ 伐期（地方慣行の最低伐期）以上の用材林の評定単価は、次の市場価逆算算

定方式による。

Ａ
Ｘ＝Ｆ（ －Ｂ）

１十ｎＰ

Ｘ：評定単価

Ａ：素材の最寄市場単価

原則として、評価時における最寄りの市場単価によるが、その価格が評価

時前３箇年における平均市場単価より低いときはその平均単価によること。

この場合において、素材の平均単価の算定は、当該立木から生産される素材

の樹種別、材種別、長級別、径級別及び品種別の出材割合に基づいて算定す

ること。

Ｐ：伐採事業の総資本月収益率

伐採事業の危険率等を考慮に入れ、月０．８％から月１．２％の範囲内で

決定すること。

Ｆ：利用率

当該立木の樹種別に、伐採及び搬出の便否並びに地方の慣習を考慮して定

める。

ｎ：資本回収期間

当該立木を伐採開始後、その素材を搬出及び運搬して最寄りの市場におい

て販売するまでの事業期間の２分の１から３分の２までの期間で、おおむね

４箇月から８箇月までを基準とすること。

Ｂ：事業費

当該立木を伐採後、その素材を搬出及び運搬して最寄りの市場において販

売するまでの各項目の経費の合計額とする。

ア 伐採費

イ 造材費

ウ 運搬費



エ 雑費

２ 伐期未満の用材林の立木価格は、次の算定方式による。この場合において、

Ａｍは当該森林の立木価格、ｍは当該森林の現在林令、Ｄ１、Ｄ２からＤｍは

植栽年度以降の現在林令までの毎年の造林等の経費評価時に引き直した価額、

Ｐは当該森林の収益率とする。

Ａｍ＝Ｄ１・１．０Ｐ
ｍ
＋Ｄ２・１．０Ｐ

ｍ-1
…Ｄｍ・１．０Ｐ

算定方式の各算定因子は、次の項目による。

（１）造林等の経費の当該森林の地位及び林相の状況によって、過去において実

施された植栽本数及び手入回数の年次別、樹種別、植栽功程を算定し、これ

に基づいて評価時における当該地方の標準の苗木代、労賃等により次の各項

目の経費を算出し、その合計額とする。

ア 地 代：近傍類似の売買価格（近傍類似の売買価格が不明のときは固定

資産課税台帳の登録価格を基準として適正に算出した価格）に

年４％を乗じた額

イ 新植費：苗木代、地栫費、植付費

ウ 補植費：補植苗木代、植付費

エ 手入費：下刈費、蔓切費、除材費、枝打費、雪起費

オ 管理費：森林火災保険料、管理人の俸給、林道負担金公租公課（固定資

産税、森林組合費等）その他雑費

（２）当該森林の収益率は、次式によって算定する。

この場合において、Ｐは当該森林の収益率、Ａｎは当該森林の伐期におけ

る収入見込額、Ｄ１、Ｄ２からＤｎは当該森林の植栽後伐期までの毎年の造

林等の経費、ｎは地方慣行の最低伐期とする。

Ｄ１・１．０Ｐ
ｎ
十Ｄ２・１．０Ｐ

ｎ－1
…Ｄn・１．０Ｐ＝Ａｎ

算定方式の各算定因子は、次の各項目による。

ア 当該森林の伐期における収入見込額

当該森林の地方慣行伐期における収穫見込量を地方慣行の収穫表により

当該森林の地位に応じて推定し、伐期における評定単価（１の市場価逆算

算定方式により算定した額）を乗じて得た額と、末木、枝条、樹皮等の副

産物の価格の合計額とする。

イ 当該森林の植栽後伐期までの毎年の造林等の経費

当該森林の地位及び林相の状況によって伐期までの植栽本数及び手入回

数等に基づいて過去の毎年の造林等の経費の評価時に引き直した価格及び

将来の造林等の経費の推定額とする。

３ 伐期未満の森林で当該森林から生産される素材が用材としての市場価格のあ



る場合は、１の市場価逆算算定方式により算定するが、この場合は伐期に接近

した林令の森林のみに適用する。

第３ 天然林の立木価格

赤松等の人工植栽を行う樹種の天然林の伐期未満の立木価格について第２の

２の算定方式による場合には、当該森林の立木度に応じて、人工植栽を実施し

たとみなして新植費、補植費、手入費等を推定の上、算定する。

第４ 薪炭林の評定単価

１ 伐期以上の薪炭林の幹及び枝条部の評定単価は、当該森林の経営目的に応

じ、木炭又は薪材の市場単価による第２の１の市場価逆算算定方式によって算

定する。この場合の算定因子のうち、特に薪炭林の場合に適用されるベきもの

は、次の各項目による。

（１）最寄市場単価

当該森林の経営目的によって、当該立木から生産される木炭又は薪の形

量別銘柄別生産割合に基づいて木炭１俵（１５kg俵）又は薪一束（約５０

㎝×約７５㎝）当たり平均単価を算定する。

（２）利用率

当該立木の経営目的によって、当該立木０．１８㎥当たりから生産される

木炭又は薪材によって次の基準によって決定すること。

木炭 白炭 ２．５俵（１５kg俵）

黒炭 ３．０俵（１５kg俵）

薪材 １２．５束（約５０㎝×約７５㎝）

（３）事業費

薪材については、用材と同様の方法による。

木炭については、製炭費、木炭窯償却費、包装資材費、運搬費及び雑費の

合計額とする。

２ 伐期未満の薪炭材の幹及び枝条部の立木価格は、次の算定方式による。

この場合において、Ａｍは現在林令の幹枝条部の立木価格、ｎは地方慣行の

最低伐期、ｍは現在林令、Ａｎは伐期収入見込額とする。

ｍ
Ａｍ＝ Ａｎ

ｎ

伐期収入見込額は、当該森林の地方慣行の伐期における収獲見込量を地方慣

行の収獲表により当該森林の地位に応じて推定し、これに第２の１の市場価逆

算算定方式による評定単価を乗じて算定した額とする。

３ 薪炭林の台木の価格は、次の算定方式による。



この場合において、Ａｍは台木の価格、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３からＲｍは耐用年

数に応ずる将来各伐期における純収益見込額、ｎ１、ｎ２、ｎ３からｎｍは現

在林令から将来の各伐期までの到達年数、Ｐは還元利率年６％とする。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
Ａｍ＝ ＋ ＋

１．０Ｐｎ1 １．０Ｐｎ２ １．０Ｐｎ３

萌芽更新による雑木林は、各伐期における純収益見込額は一定であり、耐用

年数は無限であるから、次の算定方式による。この場合において、Ａは台木の

価格、Ｒは伐期における純収益見込額、ｎは伐期林令、Ｐは還元利率年６％と

する。

Ｒ
Ａｎ＝

１．０Ｐｎ－１

各算定因子は、次の各項目による。

耐用年数に応ずる将来の各伐期における純収益見込額は、次のとおりとす

る。

くぬぎ、かし等の人口植栽の台木の耐用年数は、植栽後おおむね８０年（伐

採回数４回）とし、萌芽更新による雑木林は無限として、将来の各伐期の純収

益見込額を算定する。

純収益見込額は、各伐期の収入見込額から、各伐期間に毎年投下された経費

を評価時に引き直した価額の年６％の伐期における元利合計額を差し引いた額

とする。

伐期収入見込額は、伐期における収獲見込量を地方慣行の収獲量により当該

森林の地位に応じて推定し、これに第２の１の市場価逆算算定方式による評定

単価を乗じて算定した額とする。

毎年投下された経費は、次の各項目の合計額とする。

（１）地代： 近傍類似の売買価格（近傍類似の売買価格が不明のときは固定資

産課税台帳の登録価格を基準として適正に算出した価格）に年４％

を乗じた額

（２）くぬぎ、かし等の人工造林の薪炭林は新植費、補植費、手入費の額

（３）管理費： 森林火災保険料、管理人の俸給、林道負担金、公租公課（固定

資産税、森林組合費等）その他雑費

竹林の根茎は、評価時前３箇年間における各年の収入額を評価時の価格に換

算し、その平均収入額から収入を得るための年間の経費を差し引いた額を年平

均純収益として、この年平均純収益を年利率６％で除した額とする。



年間の経費は次のとおりとする。

地代（地価に年４％を乗じた額）

労賃

肥料代

農具、役畜費

公租公課（固定資産税、組合費等）

雑費

第５ 永年生作物の算定方法

永年生作物（果樹及び特殊林産樹）については、次の算定方法による。

１ 幼年樹の評価は、次の方法による。

評価時期までに毎年投下した経費を評価時期に引き直した額の年８％の元

利合計額とする。

毎年投下した経費は、次の各項目による。

ア 地代（地価に年４％を乗じた額）

イ 苗木代

ウ 肥料代

エ 薬剤費

オ 労賃（自己労賃を含む。）

カ 農具代

キ 役畜費

ク 公租公課（固定資産税、組合費等）

２ 壮令期及び老令期の評価は、次の方法による。

壮令期又は老令期１年平均収益を将来の効用年数に応じて利回り年８％に

よって評価時に還元した合計額と樹木を用材又は薪炭材とした立木価格を加

算した額とする。

将来の効用年数は、評価時期から収獲最終期までの毎年の収獲量の合計額

を壮令期又は老令期の平均収獲量にて除して得た年数とする。

年平均収益は、１箇年の平均収入見込額から１箇年の投下した経費を差し

引いた額とする。

平均収入見込額は、壮令期又は老令期における通常の状態の収獲量に評価

時における山渡価額を乗じた額とする。

経費は次の各項目による。

ア 地代（地価に年４％を乗じた額）

イ 肥料代

ウ 薬剤費



エ 労賃（自己労賃を含む。）

オ 農具代

カ 役畜費

キ 公租公課（固定資産税、組合費等）

ク 雑費

（注） 評価時の還元式は、次の算式による。この場合において、Ｘは評価

時の還元額、Ｒは年平均収益額、ｎは効用年数、Ｐは還元利率年８％

とする。

Ｒ（１．０Ｐｎ－1）
Ｘ＝

１．０Ｐｎ×０．０Ｐ

なお、樹木を用材又は薪炭材とした立木価格は評定単価算定方式に

よって評価を行うこと。

３ 青年期の価格は、幼令樹及び壮令樹の価格を基とし、これに準じて定める。

第６ 協議

この通達により難い場合は、地方協力局長に協議するものとする。


